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大規模小売店舗立地法による届出に対する市の意見について（通知） 

 

 

 平成26年8月29日付けで届出のあった大規模小売店舗について，大規模小売店舗立地法

（以下「法」という。）の規定により，下記のとおり通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  株式会社髙島屋京都店 

  京都市下京区四条河原町西入真町52番地 

 

２ 法第8条第4項の規定による市の意見について 

  現在の状況及び意見書の提出状況等に配意するとともに，大規模小売店舗を設置する

者が配慮すべき事項に関する指針（平成19年経済産業省告示第16号）を勘案し，届出書

類を総合的に検討したところ，本変更計画の実施による周辺の地域の生活環境への影響

は少ないと判断し，市は意見を有しないものとします。 

 

３ 付帯意見 

 今後も引き続き，来店客の公共交通利用促進に努めることが望まれます。



意見理由 

 

１ 現在の状況（立地状況等） 

  当該商業施設は，都市計画法上の商業地域に立地している。           

 周辺の状況としては，店舗北側は四条通を隔てて商業施設，東側は河原町通を隔てて

商業施設，西側は商業施設，寺院，墓地，南側はマンション（建設中），寺院が立地し

ている。  

  また，当該店舗は，京都市が「歩くまち・京都」の実現を目指し，特に徒歩と公共交

通を基本とした移動を実現するべき地域に隣接している。 

  今回の届出内容は，契約駐車場（1箇所）の契約解除に伴う駐車場の位置及び収容台

数の変更，駐車場の自動車の出入口の数及び位置の変更である。          

 なお，駐車場の位置の変更については，当該駐車場が来店車両の集中を避けるために

従前から確保されていた隔地駐車場であり，契約解除後も残りの駐車場で必要な駐車台

数を充足していることから，当該店舗周辺の地域の生活環境に与える影響が変更前に比

べて大きく変化しないと判断し，法第6条第4項のただし書きによる軽微な変更の認定を

行っている。 

 

２ 説明会の状況 

  大規模小売店舗立地法施行規則（以下「規則」という。）第11条第1項の規定に基づ

く説明会については，京都市大規模小売店舗立地法施行細則第3条第1項の規定に基づく

説明会開催不要認定を行ったため，規則第11条第2項の規定に基づき届出等の要旨を掲

示した。 

 

３ 意見書 

  法第8条第2項の規定により提出された意見はなかった。 

 

４ 市の見解 

  今回の変更計画のうち，駐車場の位置の変更については既に軽微認定を行っている。 

  駐車場の出入口の数及び位置の変更並びに駐車場の収容台数の減少については，利用

台数が比較的少ない契約駐車場（1箇所）の減少であること，また，同駐車場の利用台

数分は残りの駐車場で充足していることから，周辺の地域の生活環境への影響は少ない

と判断される。 

  なお，店舗が面している四条通は，現在，京都市が取り組んでいる「人と公共交通優

先の歩いて楽しい四条通」事業による歩道の拡幅工事が進められている。 

  さらに，当該店舗は，京都市が推進している「歩いて楽しいまちなか戦略」の中で，

ゆったりと歩いて買い物などを楽しめる魅力あふれる空間にしていく地域に隣接してい

ることから，今後も引き続き，来店客の公共交通利用促進に努めることが望まれる。 


